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現 行 改 定 後 

電気需給約款 

 

7.需給契約の成立および契約期間 

(2)契約期間は、需給契約が成立した日（承諾書の提出日または電気需

給契約締結日）から、料金適用開始の日以降最初に到来する３月末日ま

でといたします。但し、契約期間満了の 2 ヶ月前までに、お客さままたは当社

の一方から相手方に対する書面による意思表示がなされない場合には、需給

契約は、契約期間満了後も１年ごとに、満了時点の条件と同一条件で自

動延長されるものとします。 

 

別表 

 

3.電源調達費調整額 

(2)電源調達費調整単価 

電源調達費調整単価は、次の算式によって算定いたします。なお、電源調達

費調整単価の単位は１銭とし、端数については小数点以下第1位で四捨

五入いたします。 

電源調達費調整単価＝｛（JEPX 調整単価×X）＋（燃料費調整単価

×Y）｝＋原価調整単価 

X・Y の値は、次のとおりといたします。 

 

電気需給約款 

 

7.需給契約の成立および契約期間 

(2)契約期間は、需給契約が成立した日（承諾書の提出日または電気需

給契約締結日）から、最初に到来する 3月の検針日の前日まで（3月の

検針日が 1日の場合は 3月末日まで）といたします。ただし、契約期間満

了の 2 ヶ月前までに、お客さままたは当社の一方から相手方に対する意思表

示がなされない場合には、需給契約は、契約期間満了後も１年ごとに、満

了時点の条件と同一条件で自動延長されるものとします。 

 

別表 

 

3.電源調達費調整額 

(2)電源調達費調整単価 

電源調達費調整単価は、次の算式によって算定いたします。なお、電源調達

費調整単価の単位は１銭とし、端数については小数点以下第1位で四捨

五入いたします。 

電源調達費調整単価＝｛（JEPX 調整単価×X）＋（燃料費調整単価

×Y）｝＋原価調整単価 

X・Y の値は、次のとおりといたします。 
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現 行 改 定 後 

 

 

(3)JEPX調整単価 

イ)JEPX 調整単価 

損失率は、次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

(3)JEPX調整単価 

イ)JEPX 調整単価 

損失率は、次のとおりといたします。 

 

 

 

X Y X Y X Y

4月の料金に係る検針期間等 34% 66% 46% 54% 46% 54%

5月の料金に係る検針期間等 34% 66% 44% 56% 44% 56%

6月の料金に係る検針期間等 44% 56% 54% 46% 54% 46%

7月の料金に係る検針期間等 50% 50% 59% 41% 59% 41%

8月の料金に係る検針期間等 51% 49% 61% 39% 61% 39%

9月の料金に係る検針期間等 46% 54% 57% 43% 57% 43%

10月の料金に係る検針期間等 40% 60% 46% 54% 46% 54%

11月の料金に係る検針期間等 36% 64% 49% 51% 49% 51%

12月の料金に係る検針期間等 46% 54% 58% 42% 58% 42%

1月の料金に係る検針期間等 48% 52% 59% 41% 59% 41%

2月の料金に係る検針期間等 47% 53% 59% 41% 59% 41%

3月の料金に係る検針期間等 37% 63% 50% 50% 50% 50%

適用期間

北海道エリア・東北エ

リア・関東エリア
中部エリア

北陸エリア・関西エリ

ア・四国エリア・中国

エリア・九州エリア

北海道エリア 東北エリア 関東エリア 中部エリア 北陸エリア

7.9% 8.5% 6.9% 7.1% 7.8%

関西エリア 中国エリア 四国エリア 九州エリア

7.8% 7.7% 8.1% 8.6%
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現 行 改 定 後 

ハ)基準 JEPX単価 

基準 JEPX 単価は、次のとおりといたします。なお、基準 JEPX 単価の単位

は１銭といたします。 

 

単位：円/kWh 

季節区分：夏季（7・8・9 月）、冬季（12・１・2月）、その他季（夏季

と冬季の期間を除く期間） 

 

(4)燃調費調整単価 

イ)燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料

費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五

入いたします。 

①1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合 

燃料費調整単価＝(基準燃料価格－平均燃料価格)×基準単価／

1,000 

ハ)基準 JEPX単価 

基準 JEPX 単価は、次のとおりといたします。なお、基準 JEPX 単価の単位

は１銭といたします。

 

単位：円/kWh 

季節区分：夏季（7・8・9 月）、冬季（12・１・2月）、その他季（夏季

と冬季の期間を除く期間） 

 

(4)燃調費調整単価 

燃料費調整単価は、0.00 円といたします。 

 

 

 

 

 

 

北海道エリア 東北エリア 関東エリア 中部エリア 北陸エリア

夏季 15.47 14.66 15.71 15.97 13.63

冬季 16.11 15.28 16.34 16.66 14.39

その他季 11.31 10.47 11.99 11.79 11.08

関西エリア 中国エリア 四国エリア 九州エリア

夏季 14.02 14.22 14.15 13.18

冬季 14.95 14.95 15.18 13.45

その他季 11.00 10.93 10.96 10.30
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現 行 改 定 後 

②1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合 

燃料費調整単価＝(平均燃料価格－基準燃料価格))×基準単価／

1,000 

 

ロ)平均燃料価格 

原油換算値 1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の

数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。

なお、平均燃料価格は 100円単位とし、100円未満の端数は、10円の

位で四捨五入いたします。 

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋C×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価

格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス

価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 

 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価

格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価
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現 行 改 定 後 

格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたし

ます。 

 

ハ)基準燃料価格 

 

 

ニ)基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおり

といたします。 

 

単位：円/kWh 

 

ホ)燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整

単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単価適

用期間に使用される電気に適用いたします。なお、各平均燃料価格算定期
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現 行 改 定 後 

間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間

毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 その年の 6 月の料金に係る計量期間等

毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 その年の 7 月の料金に係る計量期間等

毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 その年の 8 月の料金に係る計量期間等

毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 その年の 9 月の料金に係る計量期間等

毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 その年の 10 月の料金に係る計量期間等

毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 その年の 11 月の料金に係る計量期間等

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 その年の 12 月の料金に係る計量期間等

毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等

毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等

毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等

毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等

毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間

（翌年が閏年となる場合は，翌年の2 月 29 日までの期

間）

翌年の 5 月の料金に係る計量期間等
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現 行 改 定 後 

(5)原価調整単価 

原価調整単価は、当社の 2022年度の原価平均と 2023 年度の原価平

均の差分として、次のとおりといたします。 

 

単位：円/kWh 

 

5.料金単価 

約款別表をご参照ください。 

 

 

(5)原価調整単価 

原価調整単価は、2024 年度の当社の容量拠出金の負担相当金額を踏ま

えて、次のとおりといたします。 

 

単位：円/kWh 

 

5.料金単価 

約款別表をご参照ください。 

 

 

 

以上 

北海道エリア 東北エリア 関東エリア 中部エリア 北陸エリア

1.40 2.40 2.40 1.40 1.40

関西エリア 中国エリア 四国エリア 九州エリア

1.40 1.40 1.40 1.40


